
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

主催：法律会計特許一般労働組合 中部ブロック・旬報分会・京橋すきや分会 

２０２０年１月２３日(木） 
２０２０年 2 月頃から全国９裁判所で導入されるウェブ会議での裁判期日を皮切

りに、国が推進する方針を強く打ち出している民事裁判手続きの IT 化について解説

いただきます。 

講師は日弁連の IT プロジェクトチームに参加されている事務員さん。 

私たち事務員の仕事にどのような影響があるか一緒に学びましょう！ 

 
 

日比谷シティ法律事務所 根本さん 

日弁連業務改革委員会 IT プロジェクトチーム協力事務員 

法会労メールマガジン編集長 

著書に「法律家のための IT マニュアル」「法律家のためのスマートフォン

活用術」（いずれも共著） 

 

￥  

 

参 加 申 込 書 

（FAX：03-3580-5465・ ・メール：jimukyoku@hibiya-law.jp） 申込フォーム

お名前                 

事務所名                

TEL/メール等              

企画終了後の懇親会に… 

□参加・□都合が良ければ参加・□不参加 

→講師から非公開情報が聞けるかも！！ 

お問い合わせ先：日比谷シティ法律事務所 佐瀬 

（jimukyoku@hibiya-law.jp/TEL:03-3580--5460） 

20２０年 1 月 23 日

18：30～ 

旬報法律事務所 

９階会議室 

法会労組合員 無料 

その他の方 ５００円 

講  師 

日  時 場  所 

参加費 

（資料代） 

↓クリックしてね！！ 

https://houkairou-merumaga.at.webry.info/
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi/
mailto:jimukyoku@hibiya-law.jp
mailto:jimukyoku@hibiya-law.jp/TEL:03-3580--5460

